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第１回

飯島町都市計画マスタープラン及び

立地適正化計画策定委員会

会議資料

令和7年1月30日 飯島町建設水道課



2

目 次

1. 飯島町の概要

2. 飯島町の現状と課題

3. 都市計画マスタープラン改定と立地適正化計画策定の
趣旨

4. 飯島町都市計画マスタープランの改定

5. 立地適正化計画とは

6. 立地適正化計画の必要性

7. 計画策定体制

8. 策定の進捗状況

9. 策定スケジュール



•面積 8,696ha

都市計画区域 4,608ｈａ

用途地域内 218ha （4.7％）

用途地域外（白地） 4,390ha（95.3％）

•人 口 8,863人 （Ｒ7.1.1現在）

•世帯数 3,659世帯

世帯当たり人員数 2.42人/世帯

•人口密度 1.1人/ｈａ （Ｈ27現在）

都市計画区域 2.1人/ｈａ

用途地域内 12.8人/ｈａ

用途地域外（白地） 1.5人/ｈａ
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1 飯島町の概要

◼ ふたつのアルプスが見えるまち



飯島駅

七久保駅

田切駅

伊那本郷駅

高遠原駅

都市計画区域
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1 飯島町の概要

◼ 飯島都市計画図

面 積
人口
（Ｈ27）

都市計画
区域

4,608ｈａ 9,530人

用途地域内
218ha
（4.7％）

2,790人
（29.3％）

用途地域外
（白地）

4,390ｈａ
（95.3％）

6,740人
（70.7％）

基礎データ（再掲）

飯島町役場

飯島保育園

社会福祉協議会

飯島東部保育園

都市計画区域

用途地域外
（白地区域）

用途地域内

用途地域内（着色）
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昭和51年（1976年） 令和3年（2021年）

資料：国土数値情報

2 飯島町の現状と課題

◼土地利用の変遷（1976年→2021年）

➢用途地域を中心に宅地化され集落が拡大している。

➢用途地域外の農地であった場所は、次第に宅地化され集落の拡大とと
もに、あらゆる場所で宅地化が進んでいることが分かる。



◼中心部で人口密度の低下

➢主に街の中心部で人口減少が大きく、郊外部で減少幅が小さい。

➢用途地域内の人口密度は、過去20年間で約２割減少している。
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2 飯島町の現状と課題

◼ 人口増減状況（R2-H27）

用途地域

単位：人

H7
（1995年）

H12
（2000年）

H17
（2005年）

H22
（2010年）

H27
（2015年）

R2
（2020年）

10,989 10,895 10,570 9,902 9,530 9,004

10,989 10,895 10,570 9,902 9,530 9,004

対前回増減率 -0.9% -3.0% -6.3% -3.8% -5.5%

3,511 3,429 3,357 3,137 2,790

対前回増減率 -2.3% -2.1% -6.6% -11.1%

人口密度（人/ha） 16.1 15.7 15.4 14.4 12.8

7,478 7,466 7,213 6,765 6,740

対前回増減率 -0.2% -3.4% -6.2% -0.4%

人口密度（人/ha） 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5

資料：国勢調査、都市計画基礎調査
※：調査未実施（令和7年度予定）

区域

行政区域

行政区域
（都市計画区域）

用途地域内

用途地域外

※

※

◼ 総人口・用途地域内外別人口推移



◼今後の人口予測

➢人口構成は、年少人口（0-14歳）及び生産年齢人口（15-64歳）が減少
し、老年人口（65歳以上）が47.6％へ増加する。
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2 飯島町の現状と課題
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6,261人

9,004人

10,989人

実績値
人口：25年間で1,985人減少

高齢化率：15.1％上昇

推計値
人口：今後25年間で2,743人減少見込み

高齢化率：10.6％上昇見込み

資料：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）

飯島町人口ビジョン
将来展望人口
7,357人



◼人口変化率（2020年→2045年）

➢上伊那郡及び近隣市町村比較

➢人口減少の割合は、上伊那郡及び近隣市町村のなかで下位（予測）。
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2 飯島町の現状と課題

資料：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）
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◼高齢化率（2045年）

➢上伊那郡及び近隣市町村比較

➢高齢化率は、上伊那郡及び近隣市町村のなかで１位（予測）。
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2 飯島町の現状と課題

資料：日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）
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◼人口減少と行政コスト
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2 飯島町の現状と課題

▼公共建築物の保有状況（2019年度） ▼インフラ施設の保有状況（2019年度・一部抜粋）

➢人口減少により、実質的
に一人当たりの投資的
経費が増加する。

▼人口減少を考慮した将来負担（2019年度）

※投資的経費
道路、学校、公営住宅の建設など、その支出の効果が資
本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残る
ものに支出される経費

資料：飯島町公共施設等総合管理計画



◼公共交通（ＪＲ飯田線）

➢ＪＲ飯田線の一日平均乗車人員数は、町内５駅すべてに減少傾向。

➢Ｈ12→Ｒ3比較で、飯島駅で約5割、七久保駅で約4割まで減少。
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2 飯島町の現状と課題

資料：長野県統計書、東海旅客鉄道（株）飯田支店
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◼公共交通（いいちゃんバス）

➢昭和伊南総合病院への病院線は、平日毎日４便運航。

➢地域線（北部区域・南部区域）は、完全予約制のデマンド方式で運行。
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2 飯島町の現状と課題

▲いいちゃんバス

料金

• 大人 1回200円

• 中学生以下 1回100円

• 保育園児以下 無料



1. 土地利用

✓用途地域外周部への住宅等の無秩序な拡散

✓人口密度の低下による中心市街地の空洞化、スポンジ化

✓車を自由に使えない方にとって生活しづらい町

✓買い物・通院の利便性向上

2. 人口減少・高齢化

✓高齢社会の到来による地域コミュニティ・住民自治機能の低下

✓独居世帯・買い物難民の増加

✓人口減少、労働人口の減少に伴う地方税収の減少
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2 飯島町の現状と課題

◼まちづくりにおける課題



3. 都市施設整備

✓人口減少を見据えた行政コスト低減が不可欠

✓高度経済成長期に建設された公共施設・インフラの老朽化対策

✓バスなど公共交通網の充実

✓住民に身近な生活道路の維持管理及び歩行環境整備

✓身近な公園の整備

✓リニア中央新幹線の開業・三遠南信自動車道の開通を見据えた新
たな広域交通体系の構築
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2 飯島町の現状と課題

◼まちづくりにおける課題

人口減少と高齢化に備え、適切な土地利用を推進し、利便性の高い
公共交通により将来にわたって暮らしやすいまちづくりを目指す。

今後のまちづくりの方向性



現行の飯島町都市計画マスタープランは、平成15年度に策定され、平成
32 （2020）年までを計画期間として、各種都市計画を実施してきた。
人口減少と少子高齢化が進行する中で、今後は「持続可能な社会の実現」
を目指した政策へと移行し、既存の社会基盤を効率的に活用しながら、限ら
れた財源を最大限生かしていく必要がある。町の地域の特性を活かした新
たな発展を目指すものとし、計画内容を柔軟に見直していく。
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３ 都市計画マスタープラン改定と立地適正化計画策定の趣旨

◼ 都市計画マスタープランの改定

平成26年8月施行に施行された都市再生特別措置法で、市町村が住宅及
び医療、福祉、商業、その他居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、
施設の立地を一定の区域に誘導するための「立地適正化計画」を定めること
ができるようになった。
町では、本計画を策定することにより、将来の人口規模に見合った効率的
な都市基盤の整備や機能集積、まちなか居住の促進、公共交通網の再編な
どとの連携による持続可能な集約型都市構造の実現を目指す。

◼ 立地適正化計画の策定



飯島町第６次総合計画

（令和3（2021）年度～令和12（2030）年度）

都市計画区域マスタープラン

（長野県が定める基本的な方針）

飯島町都市計画マスタープラン

立地適正化計画

関連計画

連携

即す

補完

都市計画に関する基本的な方針
等を定めた、まちづくりの指針と
なる計画

コンパクト・プラス・ネットワーク
のまちづくりに取り組む
ための計画
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◼ 計画の位置づけ

即す

上位計画

３ 都市計画マスタープラン改定と立地適正化計画策定の趣旨



➢都市計画法第４条第１項

都市の健全な発展と秩序ある整備を

図るための土地利用、都市施設の整

備及び市街地開発事業に関する計画
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◼ 都市計画とは

4 飯島町都市計画マスタープランの改定



➢ 都市計画法第１８条の２に規定する

｢市町村の都市計画に関する基本的な方針｣

➢ 基本方針を定める際には

①総合計画（町）、区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（県）に即す

②住民の意見を反映させる

③遅滞なく、これを公表する

➢ 市町村が定める都市計画は、基本方針に

即したものでなければならない
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◼ 都市計画マスタープランとは

4 飯島町都市計画マスタープランの改定



現計画の内容（飯島町都市計画マスタープラン）
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⚫ 目標年次
平成３２年(２０２０年)

⚫ 基本理念
人 自然環境 生活空間 ふれあい
交流を大切にするまちづくり

⚫ まちの将来像
みんなでつくる自然豊かなふれあいのまち



現計画の内容（飯島町都市計画マスタープラン）

【将来のまちの構造】
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まちを構成する地区交流拠点、

中心市街地、行政など特徴ある

拠点と田園や森林の区域、道路

など連携軸により形成された、

まちの構造を

示しています。



現計画の内容（飯島町都市計画マスタープラン）

【土地利用の方針】
飯島らしさを映す明快な土地

利用の形成、農地や集落の秩序

ある共生、機能的な土地の有効

活用を基本方向とし、土地利用

区分別に具体的な施策を示して

います。
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現計画の内容（飯島町都市計画マスタープラン）

【交通体系整備方針】
伊南バイパス整備後の自動車交通の流れの変化を想定し、広域交通の

円滑化を目指した幹線道路網の位置づけ、住民に身近な生活道路の拡

幅、必要な道路の優先整備などを掲げています。
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現計画の内容（飯島町都市計画マスタープラン）

【地域別構想】 既存コミュニティを形成する旧町村

区域を基本とした４地区に分け、それ

ぞれの地域の指針として、施策を示し

ています。
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◼ 改定の必要性① 社会情勢変化に対応

飯島町における都市計画に関わる移り変わり

✓ 人口減少･少子高齢社会（人口ビジョン･総合戦略）

✓ 吉瀬田切大橋開通（平成２０年）

✓ いいちゃんバス運行開始（地域公共交通）（平成２１年）

✓ 国道153号伊南バイパス全線開通（交通の変容）（平成３０年）

✓ 国土利用計画 飯島町計画の更新（伊南バイパス沿道 田園を商業へ）

✓ 頻発する災害の発生（耐震化等防災意識の高まり）

✓ 公共施設更新時期の到来と財政状況の深刻化

✓ 景観行政団体への移行（町独自の景観づくり）（平成３０年）

✓ 2050ゼロカーボンに向けた取組(飯島町カーボンニュートラル宣言・地球温

暖化対策実行計画の策定)（令和３年～令和５年）
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4 飯島町都市計画マスタープランの改定



✓現計画策定時の20年前は、人口や財政等減少・低迷への推移の認識
を持ちつつも「減少」「維持」といった消極的に見られる表現は避け、
「成長」「拡大」を見込んだ施策を目指す必要があった。

✓現計画で示されている目指すべき将来像は継承しつつ、具体的な施
策については拡大路線から「持続可能な社会への実現」への移り変わ
りをしっかりと反映した改定が必要がある。

✓近年における自然災害の頻発化により、防災や地球温暖化対策への
住民意識が高まっている。現計画策定時に重要視されていない都市
防災、ゼロカーボンなどの事項について方針の拡充を図る。

✓土地利用規制等の都市計画の決定や都市施設（道路・公園）等を整備
する際、国や県などの関係機関に対して、町の都市計画の方向性を
明確に示すことで円滑な事業推進につなげる。

◼ 改定の必要性② 持続可能社会に対応
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4 飯島町都市計画マスタープランの改定



（1） 人口減少が及ぼす影響への対応

✓ 国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計（令和５年推計）による
と、飯島町の2045年の人口は6,261人まで減少、65歳以上の高齢者
の割合は47.6％に増加すると予測されている。

✓ 人口減少は、労働力不足や地域コミュニティ機能の低下、医療介護費の
増大や税収減による行政サービス水準の低下など地方財政に大きな影
響を及ぼす。

✓ 厳しい地方財政状況のなかで、高度経済成長期に建設された公共施設
や道路・橋・上下水道といったインフラの老朽化問題への対応も必要と
なる。飯島町総合計画等との整合を図りつつ、持続可能で質の高い社会
基盤整備のあり方についての検討が必要である。

◼ 改定の必要性③ 町のまちづくり課題
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4 飯島町都市計画マスタープランの改定



（2） 用途地域外周部への宅地の拡散・都市のスポンジ化への対策

✓ 住居系用途地域は、主に飯島地区と七久保地区の中核部の範囲で指定
されており、用途地域への適正な土地利用誘導が行われている。

✓ その反面、比較的地価が安価な用途地域外周部では、車社会の進展と
ともに優良農地の中に住・商・工施設の無秩序な拡散がうかがえる。

✓ 人口減少社会において生活環境やインフラを維持するためには、必要な
場所において必要な人口密度を維持する集約型都市構造への転換が必
要である。

◼ 改定の必要性③ 町のまちづくり課題
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4 飯島町都市計画マスタープランの改定



(3)国道153号伊南バイパス沿道土地利用構想との整合

◼ 改定の必要性③ 町のまちづくり課題

国土利用計画（飯島町計画）に用途地域などを重ねて表示

✓ 国土利用計画（飯島町計画）では、沿道
区域を積極的な商業店舗などの誘致
や低未利用地の有効利用を促進する
区域として位置づけている。

✓ この計画での用途地域外における市
街化促進の方針は、コンパクト・プラ
ス・ネットワークのまちづくりを進める
都市計画の観点との整合を検討する
必要がある。

✓ 一方で、平成30年に伊南バイパスが
全線開通したことにより、交通移動の
利便性向上が見受けられる反面、町内
商業の衰退が推察される。

✓ 産業・地域振興側から見ると、商業系
施設の誘導などを見据えた土地利用
も視野に入れる必要がある。
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(4)リニア中央新幹線開通等の地域活性化への活用

✓ リニア中央新幹線の開通は、交通の利便向上と同時に企業立地や雇用の
拡大など地域発展の起爆剤として多大な期待が持てる。

✓ 三遠南信自動車道を含めたリニア長野県駅までの広域交通の強化と地域
内交通の円滑化など開通を見据え、まちづくりに活かすための施策を戦
略的に取り組む必要がある。

(5)都市防災施策の拡充

✓ 近年多くの自然災害が発生しており、災害の激甚化と頻発化により、住民
の安心・安全への意識が高まっている。

✓ 地域防災計画及び国土強靭化地域計画との整合を図りつつ、都市防災に
関する施策の拡充が必要である。

◼ 改定の必要性③ 町のまちづくり課題
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◼ 改定の着眼点

現計画の将来像は

継承を基本とする

時代の潮流への対応

（持続可能な社会、グリーンインフラ）

重要視されなかった

側面を追加

（都市防災、ゼロカーボン）

都市計画決定や

都市計画事業など

円滑な推進に効果ある計画

30
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◼ 都市再生特別措置法第８１条に規定

「市町村は、住宅及び都市機能増進施設の立
地の適正化を図るための計画を作成すること
ができる。」（略）

◼ 無秩序に拡大した都市を人口に見合う適正
な都市規模とするため、行政・住民・民間事
業者が一体となって、コンパクト・プラス・
ネットワークのまちづくりに取組み、持続可
能な地域社会を形成していくための計画

5 立地適正化計画とは
出典：国土交通省資料
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5 立地適正化計画とは

立地適正化計画制度のイメージ

国土交通省資料を参考

⚫ 飯島町は非線引き区域※

のため、用途地域に「都市
機能誘導区域」「居住誘導
区域」を設定する。

※区域区分が定められていない都市計画区域
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5 立地適正化計画とは

33

◼ 目指すべき将来都市像

国土交通省資料を参考

集約型都市構造（コンパクトシティ）



5 立地適正化計画とは

【①公共交通施策との連携】

国土交通省資料

◼ 関係施策との連携
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5 立地適正化計画とは

【②医療・福祉施策との連携】

国土交通省資料

◼ 関係施策との連携

⚫ 立地適正化計画による居住や都市機能の誘導に合わせて福祉・医療政策を展開することに
よって、より多くのまとまった地域において効果的・効率的な福祉・医療サービスを住民に提
供することが重要。

⚫ 医療や介護など様々な生活支援サービスが日常生活圏域で適切に提供されるコンパクトなま
ちを目指すことが重要。
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5 立地適正化計画とは

【③公共施設再編施策との連携】

国土交通省資料

◼ 関係施策との連携
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5 立地適正化計画とは

【④防災施策との連携】

国土交通省資料

◼ 関係施策との連携

⚫ コンパクトシティの形成への取組は、河川管理者、下水道管理者等との連携により、災害
リスクの低い地域への居住や都市機能の誘導を推進することが重要。

⚫ 災害リスクが比較的高いものの、既に都市機能や住宅等が集積している地域については、
災害リスクを軽減するために河川、下水道等の整備を重点的に推進することが重要。
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5 立地適正化計画とは
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◼ 立地適正化計画に対する誤解

国土交通省資料を参考



6 飯島町立地適正化計画策定の必要性

◼ なぜ必要なのか
１.まちづくりの課題対策への施策となる
⚫ まちづくりの課題への対策手法のひとつとしてコンパクト・プラス・ネットワークの

実現を目的とした立地適正化計画の策定は有効である。

⚫ この計画は行政の意思を示すための計画であり、罰則等を含む規制を伴うもの

ではないが、都市機能や居住の誘導を促すため一定規模の開発・建築等の行為に

対して届出を求めることにより、誘導施策等の傾向をつかむことが可能となる。

２.国庫補助を得るために、策定が必須とされる計画
⚫ 厳しい財政状況の中、国庫補助の活用無くては事業の実施に至ることが困難で

ある。

⚫ 一方、国庫補助の必須要件や補助率の嵩上げとして、立地適正化計画の策定を求

められる場合がある。特に、社会資本整備総合交付金に関する補助金をより多く

受けるためには、策定後の運用を見据えた計画策定が必要となる。
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◼ 計画策定の方向性①
人口密度の維持
⚫ 人口減少は特に用途地域内が顕

著に表れている。

⚫ 主に用途地域及び周辺地域に見

られる医療、商業、福祉、行政等

都市機能の集積地を核として、都

市機能のさらなる誘導を図ると

ともに、これを核とした居住誘導

により、市街地における適正な人

口密度を維持する。
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【人口増減状況（R2-H27）】

用途地域

6 飯島町立地適正化計画策定の必要性



◼ 計画策定の方向性②
地域コミュニティ維持への配慮

⚫ 誘導区域外の地域では、地域

住民が誘導区域から外れた疎

外感などが生まれる可能性が

ある。誘導区域に指定しない理

由について客観的な根拠を示

すことにより、住民に理解を得

られる区域設定を行う。

⚫ また、地域コミュニティの維持

に配慮した町独自の任意拠点

を設定する。
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◼ 計画策定の方向性③
用途地域の指定のない区域への誘導区域の設定

⚫ 策定マニュアルでは、誘導区域

の設定は原則として用途地域

内に限られている。

⚫ 例えば飯島町役場周辺は用途

地域外であるものの、公共施

設等多くの都市機能が集積し

ており、その範囲は誘導区域へ

含めることが妥当と考える。

⚫ そこで、都市計画地域地区の

手法を用いることにより、用途

地域内に限らない町に最も適

した誘導区域を設定する。

用途地域
誘導区域検討範囲
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◼ 計画策定の方向性④～⑥
安全・安心して暮らし続けられるまちづくりの推進
⚫ 防災指針の策定に際しては、関係機関と連携した総合的な対応に基づいて策定
する。想定される災害の種類や程度によっては、計画期間にすべてを解決するこ
とが難しい場合も想定される。時間軸を十分に意識しつつ事前防災の観点も含
め、災害リスクの低減を図る計画とする。

⚫ さらに、都市機能誘導区域や居住誘導区域以外の区域にも同様にある災害リスク
への対応を行い、全町的な取り組みとして位置づける。

定量的な数値目標の設定
⚫ 計画に実効性を持たせ町民からも達成状況が分かりやすい計画とするため、定
量的な数値目標を設定する。

町民意向の十分な反映とアカウンタビリティ（説明責任）の実施
⚫ 町民アンケート調査、ワークショップ、地元説明会などの実施により地域住民の意
向の反映及びアカウンタビリティを果たす。
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【町 議 会】

【計画策定委員会】
学識経験者
公募町民
関係団体
関係行政機関

外 部 検 討 組 織

住民アンケート

ワークショップ

住民説明会

パブリックコメント

住 民 参 加

都市計画審議会

知識経験者
町議会議員

関 係 機 関

国土交通省

長野県

近隣自治体等

協議
調整

諮問

意見反映

庁 内 検 討 組 織

【事務局】 建設水道課
案の作成

【庁内検討委員会】
委 員 長 ：副町長
副委員長：建設水道課長
委 員：関係係長

案の検討

連
携

【庁 議】
審議・報告

意見聴取

報告

※計画策定の検討段階に応じて変更になる場合があります。

◼ 策定体制

7 計画策定体制

答申

提言



住民アンケート（令和5年10月）
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8 策定の進捗状況

⚫目的

• 住民意向に沿った施策を立案するた
め、住民の現状と町に対する意向を把
握する。

⚫調査対象者

• 満15歳以上の住民1,500人

※結果は調査報告書をご覧ください。

⚫目的

• 将来を担う若者の意見を計画に反映
させるため。

⚫調査対象者

• 中学2年生及び3年生129人

※結果は調査報告書をご覧ください。

中学生アンケート（令和6年5月）

資料：（上）住民アンケート調査報告書、（下）中学生アンケート調査報告書
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26.9%
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3.3%

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者の増加により、医療費等の社会保障費が増える

売上減少により、スーパーや商業施設が撤退し買い物する場所…

若い人が少なくなり、地域の作業や役割が滞る

空き地・空き家が増え、居住環境が悪化する

道路や上下水道など公共施設を維持するために税負担が増える

高齢者福祉等のサービスが十分に提供されなくなる

電車や循環バス等の運行本数、路線数が少なくなる

病院や小中学校、図書館等の公共施設が統廃合される

働き手の減少により、人材不足になる

道路、橋梁、公園、上下水道等の維持・更新ができなくなる

自治会など地域の交流がなくなる

特に影響はない

その他

問）日本の人口は減り続けており、今後も更に減少が加速することが推計されて
います。人口減少と高齢化社会の進行に伴い、将来あなたの身の回りや日常生活
に影響が及んでくると思われること、不安に思うことについてお答えください。
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53.2%

42.6%

40.4%

39.4%

31.9%

27.7%

21.3%

19.1%

19.1%

19.1%

18.1%

18.1%

13.8%

10.6%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

豊かな自然が守られた地区

多くの若者が住み、子どもの声がする賑やかな地区

色々な種類のお店や遊ぶ施設があり、多くの人が集まり賑わう地区

農地が守られ、農業が盛んな地区

土砂災害や水害、地震などの災害に強い地区

近くにお店や銀行、公共施設があり生活に便利な地区

歩道がきちんと整備され、安全に歩いて行ける地区

近くでスポーツやレクリエーションが楽しめる地区

自然や文化、観光農園などを活かして観光客で賑わう地区

道路がきちんと整備され、車でどこへ行くにも便利な地区

バスなどの公共交通が充実して移動しやすい地区

学校や図書館など学ぶ施設が充実した地区

地区のみんなと仲が良く、地区の行事や作業など一緒に行う地区

もしもの時に頼れる病院や福祉サービスが充実した地区

今のまま変わらない地区でよい

その他

問）あなたが住んでいる地区は将来どのように発展してほしいですか。



住民ワークショップ（令和6年8月）
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8 策定の進捗状況

⚫目的

• 住民意向を十分に反映した計画の策定
を目指すため。

⚫開催実績

8月17日（土） 10時～11時30分

8月22日（木） 19時～20時30分

• 参加人数 43人

• テーマ

「私たちの地区ってどんなところだろう」

「地区の良いところ悪いところを探してみ
よう」

「暮らしやすい飯島町になるために必要な
もの・ことは何だろう」

▲ワークショップの様子
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◼ 策定スケジュール（概要）

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト

広
報
い
い
じ
ま
・パ
ネ
ル
広
報
（随
時
）

中
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト

ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

都
市
計
画
審
議
会
（学
習
会
）

第
１
回

計
画
策
定
委
員
会

第
２
回

計
画
策
定
委
員
会

第
３
回

計
画
策
定
委
員
会

第
４
回

計
画
策
定
委
員
会

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

住
民
説
明
会

都
市
計
画
審
議
会
（最
終
案
）

公

表

令和５年度 令和６年度
（今年度）

令和７年度
（来年度）

※会議開催時期は、進捗により変更になる場合があります。

9 策定スケジュール


